
主催：近畿稲門法曹会（代表幹事 弁護士 小原 正敏） 
 協力：早稲田大学法務教育研究センター 

 

近畿法曹稲門会 実践講座のご案内 

テーマ：債権法改正 ―約 120年ぶりの見直しの構想― 

講師：山野目 章夫 早稲田大学大学院法務研究科教授 

 

近畿在住の早稲田大学・法科大学院出身者等で構成される近畿法曹稲門会は、関西にてご活躍の法律実務家・企業

法務関係者の皆様向けに、最新のテーマを厳選した講座を企画しております。今回もその一環として、早稲田大学法

務教育研究センターのご協力の下、早稲田大学大学院法務研究科の山野目章夫教授をお招きする「実践講座」を企画

いたしました。債権法改正をテーマとしておりますので、更なる知見を深めていただく機会としてご活用いただけれ

ば幸甚です。 

   

日 時： 2016年 2月 8日（月） 14：00～16：00 （開場：13：00～） 

 

場 所： 中之島フェスティバルタワー26階 貸会議室 （大阪市北区中之島二丁目 3番 18号） 

（ 1 階オフィスロビーよりシャトルエレベーターにて 13 階スカイロビーまでお越しいただき、高層階用エ

レベーターにお乗換えのうえ、26 階までお越しください。） 

 

受講料： 資料代等として 1,000円    ※当日受付にてお支払いください。 

                      

定 員： 140名（お席に限りがございますので、お早めにお申込みください。）。 

 

対 象： 法律実務家（修習生含む）、企業法務関係者、法科大学院・法学部の学生、早稲田大学・大学院卒業生 

 

申 込： 申込書に必要事項をご記入の上、近畿法曹稲門会 会計幹事 菰口まで FAXもしくはメールにてご送信くだ

さい。なお、お申込みは先着順となっております。上記定員に達し次第、締切とさせていただきますので、

予めご了承ください。 

 

アクセス：京阪中之島線  渡辺橋駅（12番出口直結） 

  地下鉄四つ橋線 肥後橋駅（1-A番又は 2番出口より徒歩約 2分） 

  地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅（7番出口より徒歩約 7分） 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

近畿法曹稲門会 会計幹事 弁護士 菰口 高志（弁護士法人大江橋法律事務所所属） 

（事務担当：井上・山本） 

TEL：06-6208-1449／E-mail：komoguchi@ohebashi.com 



送信先：近畿法曹稲門会 会計幹事 菰口宛

FAX 06-6226-3055

Email komoguchi@ohebashi.com

主催： 近畿法曹稲門会 協力： 早稲田大学法務教育研究センター

【日時】 2016年2月8日（月）　14：00～16：00

【場所】 中之島フェスティバルタワー26階　貸会議室（大阪市北区中之島二丁目3番18号）

【対象】 法律実務家（修習生含む）、企業法務関係者、法科大学院・法学部の学生、早稲田大学・大学院卒業生

【定員】 140名（先着順）※お席に限りがありますので、お早目にお申込みください。

【受講料】 資料代等として1,000円  ※当日、受付にてお支払ください。

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

住所

※事務所名、会社名、大学名などご記入ください。

※弁護士の方のみ：登録番号（　　　　　　　　　　）

※次に該当する場合は○を付けてください。

〔　　　　　〕 稲門会会員 〔　　　　　〕近畿法曹稲門会会員

〔　　　　　〕 稲門法曹会会員 〔　　　　　〕ロースクール稲門会会員

連絡先 TEL： FAX：

その他連絡事項

※なお、メールにてお申込み等のご連絡をいただいた方には、送信アドレス宛にご連絡をさせていただくこと
がございます。予めご了承ください。

【テーマ】　債権法改正-約120年ぶりの見直しの構想－

FAX/Eメール　申込書

講師：　山野目　章夫 早稲田大学大学院法務研究科教授

所属

参加申込み

近畿法曹稲門会　実践講座

mailto:komoguchi@ohebashi.com

